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判
決
で
は
、
会
社
側
上

告
は
全
て
棄
却
さ
れ
、
労

働
者
側
主
張
が
取
り
入
れ

ら
れ
る
内
容
と
な
り
ま
し

た
。 

 

郵
便
局
の
労
働
条
件
で

正
規
・
非
正
規
の
間
で
、
手

当
、
休
暇
の
格
差
が
違
法

だ
と
最
高
裁
判
所
が
判
断

し
た
こ
と
は 

大
き
な
成
果
で
す
。 

 
違
法
の
労
働
条
件
を
そ

の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
よ

い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

郵
政
ユ
ニ
オ
ン
は
こ
の
間
、

一
貫
し
て
均
等
待
遇
を
求

め
て
き
ま
し
た
が
、
も
う

待
っ
た
な
し
で
す
。
少
な

く
と
も
、
今
回
の
最
高
裁

判
決
で
示
さ
れ
た
、
手
当
、

休
暇
に
つ
い
て
は
早
急
に

改
善
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

 

郵
便
局
で
は
約
19
万
人

の
非
正
規
雇
用
社
員
が
働

い
て
い
ま
す
。
全
国
津
々

浦
々
２
４
０
０
０
以
上
の

郵
便
局
の
働
き
方
が
変
わ

れ
ば
、
日
本
社
会
に
与
え

る
影
響
は
絶
大
で
す
。 

 

郵
政
ユ
ニ
オ
ン
は
、
均

等
待
遇
実
現
の
た
た
か
い

を
さ
ら
に
進
め
て
い
き
ま

す
。
引
き
続
く
集
団
訴
訟

１
５
４
人
の
原
告
に
、
今

回
の
最
高
裁
判
決
を
拡
大

し
て
い
く
こ
と
、
郵
政
で

働
く
全
て
の
非
正
規
社
員

に
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。 
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手
当
・
休
暇
の
格
差
は
違
法 

 

最
高
裁
が
判
断 

10
月
15
日
小
雨
の
降
る
最
高
裁
判
所
前
、「
格
差
是
正

一
歩
前
進
」
を
掲
げ
る
原
告
団
を
囲
み
、
大
き
な
歓
声
が

沸
き
起
こ
っ
た
。
住
居
手
当
、
年
末
年
始
勤
務
手
当
、
扶

養
手
当
、
夏
期
・
冬
期
休
暇
、
有
給
の
病
気
休
暇
、
祝
日

給
の
格
差
が
不
合
理
と
画
期
的
な
判
決
が
く
だ
さ
れ
た
。 
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